
『第19回三條信組ふれあい杯ジュニアサッカー大会開催要項』

趣旨 サッカー競技を通して、豊かな心と身体を養い、参加各チーム間の交流を図る。

主催 三条サッカースポーツ少年団　　三条サッカースポーツ少年団父母会

後援 三條信用組合　三条市サッカー協会

期日 2015年10月10日(土)　11日(日)

会場 三条市総合運動公園多目的広場　（新潟県三条市月岡4-36）

参加資格 小学校4年生以下で構成されたチームとする。

スポーツ障害保険に加入していること。

成人に達したチーム責任者がおり資格を持った帯同審判員がいること。

表彰 [１・２位トーナメント] 優勝　カップ・メダル　　準優勝　カップ・メダル

　　 第３位　カップ・メダル　　第４位　楯

[３・４位トーナメント] 優勝　楯　　準優勝　楯　　第３位　楯

[５・６位トーナメント] 優勝　楯　　準優勝　楯　　第３位　楯

　＊メダル及び各チームへの参加賞は16名分しか用意できませんので予めご了承ください。

参加費 1チーム　３，０００円　　当日受付でお支払いください。

大会規則 １、本大会は２０１５年度日本サッカー協会競技規則及び本大会規則による。

２、競技は１日目６チーム４ブロックによる予選リーグ(各チーム４試合の変則リーグ)を行い、

　　２日目は各リーグ１・２位、３・４位、５・６位による順位トーナメント戦を行う。

３、試合時間は予選リーグ、順位トーナメントとも１２分ー３分ー１２分とする。

４、リーグ順位決定方法

　　①勝点(勝３分け１負け０)　　②得失点差　　③得点差　　④失点差　　⑤PK戦(３名)

５、順位トーナメント戦は同点の場合延長戦は行わず３名によるPK戦とする。

６、コートの大きさは６５ｍ×４５ｍとする。

７、試合は８人制とし選手の交代は自由とする。ただし全試合ともベンチ入りした選手は必ず試合に

　　出場すること。このルールを守らなかったチームは、その試合は負けとなります。

８、ユニホームは出来る限り濃淡２着用意すること。事情のある場合はビブス着用も認める。

９、退場処分を受けた選手は次の１試合の出場を認めない。

10、審判は主審副審の２名制とし、審判服を着用すること。

11、予選ブロックの組合せは主催者にて行います。

日程 10月10日 受付　　　　　午前８時００分 10月11日 監督者会議　午前８時５０分

監督者会議　午前８時２０分 試合開始　　午前９時１５分

開会式　　　　午前８時４０分 閉会式　　　　午後３時３０分

試合開始　　午前９時１５分　　　

お願い １、各チームとも試合時間５分前に集合しスムーズな大会運営にご協力お願いします。

２、開会式及び閉会式にはプラカード持参で全チームの参加をお願いします。

３、駐車場及びテント設営は会場配置図を参照に各チーム譲り合いでお願いします。

４、駐車場に限りがありますので各チーム１０台以内でお願いします。

５、会場内は火気厳禁です。コンロ等の使用はできません。

６、ゴミ等の持ち帰りにご協力をお願いします。

７、喫煙マナーを守りましょう。

８、三条市内のチームは午前７時３０分からの会場設営に各チーム２名以上の

　　ご協力をお願いします。


